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日頃より、本町の振興及び行政運営につきまして、格別の御高

配を賜り、厚くお礼を申し上げます。  

とりわけ、２０２４年春の北陸新幹線敦賀開業を見据えた三方

五湖を核とする観光資源の魅力アップ事業等へ御支援いただき、

事業途上ではありますが、内外より高い評価を頂くなど、若狭湾

観光の拠点・わくわくする観光地として、大きく飛躍が期待され

るところであります。 

しかしながら、本町では、少子高齢化や人口減少の進行に加え、

長引くコロナ禍が地域経済に大きく影を落とし、行政ニーズも多

様化していることから、地域や時代の潮流をしっかりと見極めな

がら、持続可能なまちづくりに向け、強力に施策を進めていると

ころであります。 

具体的には、第五次美浜町総合振興計画（ R03～R07）において、

「情報化社会の推進」・「にぎわいゾーン整備」・「北陸新幹線

敦賀開業」・「地域力向上」・「人口減少対策」を優先施策と位

置付け、限られた予算と人材を有効に活用することで、選択と集

中による計画的かつ効率的な施策展開を図ることとしています。 

また、脱炭素化が大きく加速する中、本町が目指すエネルギー

と共生するまちづくりの柱となる「美浜町エネルギービジョン」

を改訂し、新たな技術の活用と、「嶺南Ｅコースト計画」等と強

力に連携・連帯することで、機動的に事業を展開することとして

います。  

このように、本町では、鋭意まちづくりに取り組んでいるとこ

でありますが、多岐にわたる課題に直面しており、本町だけでは

解決できないことも山積していることから、県におかれましては、

本書に掲げる要望事項の実現に向け、特段の御高配を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 

令和 ３年 ９月１６日 

  

   福井県知事  杉 本 達 治  様 

 

美浜町長  戸 嶋 秀 樹 
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（安全環境部 原子力安全対策課／危機対策・防災課、地域戦略部 電源地域振興課、土木部 道路建設課／道路保全課）  

重点１ 原子力との共生に向けた取り組みについて 

担当課：エネルギー政策課、土木建築課、まちづくり推進課 

【重点要望事項の内容】 

１ 原子力政策について 

（１）原子力政策の明確化について 

①原子力政策の次期エネルギー基本計画での明確化について ※継続 

原子力発電については、第５次エネルギー基本計画にて、長期的に重要な

ベースロード電源とされ２０５０年に向けて引き続き活用していくことが示

されているが、電源構成やロードマップなど具体策が示されていない。 

ついては、将来を見据えた新増設・リプレースを含むエネルギー政策の方

針を示し、次期エネルギー基本計画に盛り込むことを国に求めるようお願い

する。 

  ②核燃料サイクルの着実な推進について 

  高速炉開発の方向性について、未だ具体化されておらず、核燃料サイクル

確立への道筋が見えない状況となっている。核燃料サイクルの着実な推進に

ついて明確な方針を示すとともに、その意義や重要性などについて、国民に

丁寧に説明し理解の醸成を図ることを国に求めるようお願いする。 

 

（２）４０年超運転に対する国民理解の促進について ※継続 

「２０５０年カーボンニュートラル」の実現を目指すにあたり、安全性の確認

された４０年超の発電所の運転は極めて重要である。美浜町民は歴史を重ねる中

で大きな事故を経験する等、不安を抱え風評被害を受けながらも国策に協力して

いくとの強い信念と誇りを持って、原子力との共生に努めてきた。 

しかしながら、４０年超運転はもとより、いまだに原子力発電の安全性や必要

性について国民理解が進んでいないことから、国が前面に立ち積極的に理解活動

に取り組むことを国に求めるようお願いする。 

また、県においても、１５基の原子力発電所が立地する県として、県民理解の

促進により一層注力いただくようお願いする。 
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２ 原子力防災対策について 

（１）原子力防災関連道路の整備について ※一部継続 

本町は嶺南地域において唯一広域に通じる南北方向の道路が整備されてお

らず、災害時における住民避難経路の多重化を図るため、若狭湾東部地域と

琵琶湖北西地域を最短距離で結ぶ南北方向の避難道路を早期に整備すること

を国に求めるようお願いする。 

また、県道松屋河原市線の終点（浅ヶ瀬～松屋間）までの通行支障区間の

改良をお願いする。 

 

（２）制圧道路等の強靭化について ※一部継続 

県道竹波立石縄間線の水晶浜駐車場からＰＲセンターの区間について、道路

改良や越波対策、無電柱化など強靭化対策を推進するようお願いする。 

また、災害時の主要な避難道路となる国道２７号についても無電柱化による

強靭化対策の推進を国に求めるようお願いする。 

 

（３）原子力災害対策事業補助金制度について ※継続 

町災害対策本部や屋内退避施設における放射線防護対策等事業において、整

備にあたっては、施設の運用や維持管理のほか、発災時における施設利用者の

利便性や居住性等を考慮した施工を可能とする等、柔軟に対応できる制度とす

ることを国に求めるようお願いする。 

 

３ 地域振興について 

（１）立地地域の長期戦略実現について（共創会議） 

「福井県・原子力発電所の立地地域の将来像に関する共創会議」において、

当町から示した３つの戦略「原子力と共生する地域づくり戦略」、「先駆的ゼロ

カーボンエリア構築戦略」、「高速交通体系・ＩＣＴ等先端技術を活用した地域

創生戦略」については、立地地域の目指すべき将来像のために必要なものと考

えるため、その実施に向けた支援をお願いする。 

 

（２）核燃料税交付金について 

核燃料税交付金第１０期の制度設計にあっては、立地市町との事前協議及び

事前説明を行い、十分な理解を得たうえで決定することをお願いする。 

また、核燃料税が貴重な財源として県全体に有効に活用されていることにつ

いて、広く県民に広報し理解促進を図ることをお願いする。 

 

 

 



- 3 - 

（３）原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金について 

①美浜発電所３号機の４０年超運転に係る交付金について 

  本交付金の当町への配分については、町の意向を十分に配慮すること。

また、県事業においても、美浜発電所３号機の４０年超再稼働の安全安

心に係る地元不安を解消するため、制圧・避難道路の多重化、強靭化な

どの安全対策に係る整備を行うこと。 

②美浜発電所１・２号機の廃炉に係る交付金について ※継続 

  美浜発電所１・２号機の廃炉に係る本交付金の交付期間は、１０年間

を限度とされている。廃炉措置終了には約３０年間の期間が必要とされ

ていることから、本交付金を「原子炉規制法適用外となる年度」まで交

付することとし、さらにその後１０年間について緩和措置を行うことを

国へ求めるようお願いする。 

 

（４）「もんじゅ」廃止措置に伴う半島振興等について ※継続 

「もんじゅ」廃止措置に伴い地元に大きな影響が生じないよう、これまでの

経緯を十分に考慮し、県における電源立地地域対策交付金等の執行にあたって

は、美浜町の半島振興等にかかる事業に考慮するようお願いする。 

 

４ 廃炉対策について 

（１）使用済燃料等の早期搬出について ※継続 

美浜１・２号機の廃止措置を安全かつ着実に進めるには、放射性廃棄物や使

用済燃料の早期搬出、処分が前提である。 

ついては、国が前面に立って処分場の確保、国民理解、法整備等、早期解決

に向けた取り組みを加速することを国に求めるようお願いする。 

 

（２）「もんじゅ」廃止後の中核的研究開発拠点について ※継続 

「もんじゅ」サイトを利用して敦賀エリアを原子力・エネルギーの中核的研

究開発拠点とする試験研究炉等の整備が進められているが、その関連施設の計

画・整備等に当たっては、その立地環境から誘致・建設の当初より立地市と同

様に支えてきた美浜町域を考慮することを国に求めるようお願いする。 
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（地域戦略部 電源地域振興課、教育庁 学校振興課／教育政策課／義務教育課） 

重点２ 美浜町エネルギービジョンの 

強力な推進について 

担当課：エネルギー政策課、まちづくり推進課、土木建築課、教育委員会事務局 

【重点要望事項の内容】 

嶺南Ｅコースト計画の連携推進について 

本町では、原子力との共生を図りながら、再生可能エネルギーを活用したま

ちづくりの推進を目的として、平成２８年度に「美浜町エネルギービジョン」を

策定し、様々なエネルギー施策を展開してきた。 

近年、エネルギーを取り巻く状況が急速に変化しており、こうした状況変化

に的確に対応するとともに、県が「嶺南Ｅコースト計画」等に定めるエネルギー

分野における新たな技術をまちづくりに活用し、更なるビジョン推進を図るため

に、今年３月にビジョン及び事業化計画を改定した。 

ついては、「嶺南Ｅコースト」と本ビジョンとの強力な連携をお願いする。 

（１） スマートタウン（住宅団地）の整備について ※継続 

町が整備を計画しているスマートタウンについては、美し野ニュータウンの

周辺を候補地とし、整備内容について検討を進めているところであるが、実証

中のＶＰＰにそのエリアを取り込むなど、「嶺南Ｅコースト計画」により展開

されるサービスと連携するような先進的な取り組みへの提案や協力をお願い

する。 

 

（２） エネルギー環境教育の推進について ※継続 

原子力をはじめとしたエネルギーを広く学ぶエネルギー環境教育は「嶺南Ｅ

コースト計画」形成に必要な次世代人材育成に寄与するものである。 

よって、エネルギー環境教育体験館「きいぱす」への正規教員の配置等の支

援を継続的に実施するとともに、県の教育関連施設や小学校～高等学校におけ

るエネルギー関連教育と連携し、「嶺南Ｅコースト計画」に掲げられたプロジ

ェクトを担う人材育成拠点施設として積極的に活用いただくようお願いする。 
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（産業労働部 創業・経営課） 

重点３ 美浜にぎわいゾーンの整備と 

新たなにぎわいの創出支援について 

担当課：土木建築課、産業振興課、住民環境課、観光戦略課、まちづくり推進課 

【重点要望事項の内容】 

北陸新幹線敦賀開業を見据え、ＪＲ美浜駅周辺を「美浜にぎわいゾーン」とし

て、まちづくりの核となる地域づくり拠点化施設（道の駅）や観光農園の整備と

ともに、駅前広場を拠点とした新たな公共交通体系のあり方等についての検討を

進めており、本町におけるまちづくりの重要なプロジェクトと捉え、次の支援を

お願いする。 

美浜にぎわいゾーンの整備と新たなにぎわいの創出支援について 

ＪＲ美浜駅から生涯学習センターなびあすまでの間をにぎわいと交流を創出

するゾーンとして位置づけ、活用の方向性を定めたエリア分けをしたうえで、県

内大学との連携や地域住民、民間事業者との協働により、充実を図って行くため

の取組を進めている。 

今後、各エリアに起業スペースの確保を図り、特に若者・女性がチャレンジで

きる場の創出し創業支援をしていくこととしており、支援に有用な情報提供や人

材派遣等の支援をお願いする。 
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（交流文化部 観光誘客課／新幹線開業課、土木部 道路建設課／道路保全課／河川課） 

重点４ 三方五湖周遊観光の充実について 

担当課：観光戦略課、土木建築課 

【重点要望事項の内容】 

１ サイクルツーリズムの推進について ※美浜町・若狭町共通、継続 

ナショナルサイクリングルートの認定に向け、三方五湖を中心としたサイクリ

ングルートの走行環境や受入環境整備、情報発信等への強力な取組によるサイク

ルツーリズムの推進をお願いする。 

 

２ レインボーライン県道化後の維持運営について ※美浜町・若狭町共通、一部継続 
三方五湖有料道路レインボーラインは昭和４３年に開通以降５０年以上が経過

し、近年にはクールジャパンアワードを受賞した山頂公園も含め、国内外での知

名度も高い。県道化後においても、観光資源としての位置付けが高まっている当

該道路の維持運営について十分配慮いただくようお願いする。 

① 三方五湖有料道路レインボーラインの県道化に伴い、一般の県道とは区別

し、嶺南随一の美しい景色が楽しめるドライブコースとして、「観光道路」と

位置づけ、適期除草や清掃を実施し常に良好な眺望確保など適切な維持管理

をお願いする。 

② 現有料道路区間を、優れた観光資源として環境保全維持するため、「夜間通

行止め」や「自動車専用道路」としての規制、繁忙期の渋滞対策に係る整備

等の配慮をお願いする。 

 

３ 三方五湖周辺の県道環境整備について 
①  観光拠点施設となる新レークセンター前の環境や景観に配慮し、観光客が

安全で景観を楽しめる歩道となるよう、改修をお願いする。 

②  新レークセンターやレインボーラインへの交通経路となる県道日向郷市線

について、道路線形が非常に悪く、地元からも改良の要望がある。 

 また、新レークセンター開業に伴い、今後大型バスの通行増加が見込まれ

ることから、交通安全上の観点からも道路の線形不良箇所を含む、狭隘な区

間について拡幅をお願いする。 

 

４ 観光地域づくり活動への支援ついて ※継続 

昨年４月に設立された三方五湖ＤＭＯ株式会社では、町で整備している新た

な遊覧船の運営に向けた計画の策定を進めている。 

町の活性化に向けた取り組みとして、湖面や湖畔を活用したアウトドアアク

ティビティ事業も展開しており、それら観光地域づくり活動への支援をお願い

する。 
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（安全環境部 循環社会推進課、土木部 道路建設課、安全環境部 自然環境課） 

重点５ 観光のおもてなし環境整備について 

担当課：観光戦略課、住民環境課、土木建築課、まちづくり推進課 

【重点要望事項の内容】 

美しい自然景観を観光の柱とする本町において、来訪者の満足度を向上させる

ためには、個々の観光スポットだけではなく、そこに至るまでのルートを含め、

おもてなし環境の整備を図る必要がある。そこで次の支援をお願いする。 

１ 美しい浜プロジェクトへの支援について 

（１）海岸漂着ごみの処理に係る補助事業予算の拡充及び継続について ※継続 

近年、非常に多くの海岸漂着ごみの対応に苦慮している。良好な海岸景観

を年間通じて保全できるよう、海岸漂着物地域対策推進事業において、当初

からの十分な予算確保をお願いする。 

 

（２）町外者・企業の「応援活動」の推進について ※継続 

本町では、町外に在住しながら町を応援してくれる人や企業の方々を「み

はま応援クルー」として登録し、その応援ミッションの一つとして、「美しい

浜プロジェクト」を今年度より展開している。 

ついては、当該活動をより深化させるための助言や情報提供と、景観保全

や海洋ごみ対策など県内企業が有する技術によって町の課題が解決できるよ

う、企業連携等に向けた支援をお願いする。 

 

２ 「観光道路」としての位置づけと維持管理について ※継続 

本町は、景観や自然風景に特化した観光地が多く、ドライブやサイクリングな

ど道路利用者からの眺望に対する期待は大きい。そこで観光地を結ぶ道路を「観

光道路」として位置づけ、県と町、地元住民が互いに協力し合い、道守制度やア

ダプトプログラムを取り入れるなど、きめ細やかな道路管理の仕組みを構築し、

自然風景や集落景観を楽しめるようにする必要がある。 

ついては、次の措置を講じるようお願いする。 

    ① 観光地につながる幹線道路（県道・町道）を「観光道路」として位置

づけること。 

② 県と町、地元住民の役割分担による、美化や清掃などの景観に配慮し

たきめ細やかな維持管理体制の構築。 

③ 「観光道路」の維持管理に必要な経費等に係る財政的な支援。 
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（文化交流部 観光誘客課／新幹線開業課、地域戦略部 交通まちづくり課） 

重点６北陸新幹線敦賀開業に向けた 

観光誘客対策について 

担当課：観光戦略課、まちづくり推進課 

【重点要望事項の内容】 

１ 観光誘客イベントの開催について 

① 嶺南地域において北陸新幹線敦賀開業を記念した、県主催によるイベント

の開催をお願いする。 

② 北陸新幹線敦賀開業に向け、東京を始めとする北陸新幹線沿線主要都市に

おける、観光ＰＲイベントの開催をお願いする。 

③ 北陸新幹線敦賀開業に向けて、ＪＲ小浜線に嶺南独自の観光列車やサイク

ルトレインを運行し、敦賀以西への誘客促進をお願いする。 

 

２ 北陸新幹線敦賀開業延期に伴う誘客支援事業の期間延長について 

   北陸新幹線敦賀開業の１年延長に伴い、嶺南地域において、周遊・滞在型観光

推進事業をはじめとする誘客支援事業の実施期間延長および限度額を増額する

ことをお願いする。 

 

３ ＪＲ小浜線の利用促進および二次交通の充実について ※一部継続 

① ＪＲ小浜線の維持・活性化に向けた利用促進策を講じるともに、利用促進

事業に対して必要な財政支援を行うこと。また、二次交通の充実を図る事業

を積極的に進めることをお願いする。 

② ＪＲに対して、小浜線の運行本数の維持、無人化時期の見直し等について

強く要請すること。また、国に対し小浜線の運営支援について要請すること

をお願いする。 
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（交流文化部 スポーツ課、教育庁 保健体育課） 

重点７国内最高峰のボート競技拠点化に向けて 

担当課：教育委員会事務局 

【重要要望事項の内容】 

国内最高峰のボート競技拠点化整備に向けて ※一部継続 

半世紀に及ぶ県と町との強力なタッグによる環境整備・普及拡大・競技力向

上等の取り組みによって、「ボート王国福井」「ボートの町美浜」は、全国から

広く注目される拠点へと成長を遂げてきた。 

次なるフェーズとして「福井県美浜町」が国際基準の競技環境を備えた国内

最高峰となるボート競技の拠点となるよう整備をお願いしたい。 

① コース延伸化 

② スタート地点の環境強化対策 

③ 合宿所・選手寮の整備 

④ レガシー記念館の整備 

 

 

（健康福祉部 地域医療課） 

重点８ 地域医療の格差是正について 

担当課：健康福祉課、子ども・子育てサポートセンター 

【重点要望事項の内容】 

１ 嶺南医療圏としての機能の充実について ※継続 

  嶺南医療圏は医療機能が集中している福井市内に地理的に遠く、原子力災害

拠点病院も存在しない。 

高度急性期を含む区域内での完結や緊急性の高い疾患の搬送時間短縮のた

め、嶺南医療圏において４大病院（県病、福大、日赤、済生会）並みの医療機

能充実を図ること。 

 

２ 地域医療の充実強化のための医師確保について ※継続 

へき地診療所(丹生診療所)への医師の継続的な派遣をお願いする。 
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（土木部 砂防防災課） 

重要１ 土砂災害特別警戒区域対策 

（急傾斜地等）について 

担当課：土木建築課、エネルギー政策課 

【重要要望事項の内容】 

土砂災害特別警戒区域対策（急傾斜地等）について ※一部継続 

急傾斜地崩壊対策、土砂災害特別警戒区域対策に対する、継続的な予算の確保

についてお願いする。 

〔急傾斜地崩壊対策〕 

①日向（西・橋坂山）地区 

②菅浜（塩ケ埼谷）地区 

  〔土石流対策〕 

   ①丹生（阿弥陀川）地区 

   ②早瀬地区（指定避難所：北西郷公民館） 

   ③菅浜地区（指定避難所・放射線防護施設：山東公民館菅浜分館） 

 

 

（土木部 砂防防災課） 

重要２ 海岸侵食・過剰堆積対策及び越波対策について 

担当課：土木建築課 

【重要要望事項の内容】 

海岸侵食・過剰堆積対策及び越波対策について ※一部継続 

  建設海岸における砂浜の侵食や砂の過剰堆積、越波による被害を防ぐための対策

（離岸堤消失や沈下箇所の補修も含む）について、早期に完成させるようお願いす

る。 
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（土木部 河川課／砂防防災課） 

重要３ 河川等における浚渫について 

担当課：土木建築課 

【重要要望事項の内容】 

河川等における浚渫について ※継続 

近年、多発する集中豪雨により水位の急速な上昇が見受けられる河川について、

流域住民の安全安心や農地の保全等の観点から、継続して計画的に堆積土砂の浚

渫をお願いする。 

① 耳川（２級河川） 

② 太田川（２級河川） 

 

 

（土木部 道路建設課／高規格道路課） 

重要４ 道路の整備について 

担当課：土木建築課 

【重要要望事項の内容】         

道路の整備について ※継続 

地域住民の生活空間における安全安心を確保するため、次の道路整備の早期着

手をお願いする。 

① 県道久々子金山線「久々子踏切」の改良 

② 舞鶴若狭自動車道の４車線化 

③ 県道日向郷市線道路改良事業の早期完成 
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（土木部 道路建設課／高規格道路課、県警本部 交通部 交通規制課） 

重要５ 通学路の安全確保について 

担当課：教育委員会事務局、土木建築課、住民環境課 

【重要要望事項の内容】         

通学路の安全確保について ※一部継続 

児童・生徒の通学時の安全安心を確保するため、本町の通学路危険対策箇所に

おいて、必要な措置を講じていただくようお願いする。 

① 県道松屋河原市線における歩道整備 

② 県道東美浜停車場線の今市交差点における歩行者用灯器等の整備 

 

 

（農林水産部 農村振興課） 

重要６ 農業農村整備事業について 

担当課：土木建築課 

【重要要望事項の内容】 

農業農村整備事業について ※一部継続 

農業経営の安定と営農効率の向上を図るため、県営による用排水路・農道等、

農業基盤の整備事業に対し、継続的な予算の確保をお願いする。 
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（嶺南振興局、交流文化部 スポーツ課、土木部 河川課） 

重要７久々子湖における安全航行の 

ルールづくりについて 

担当課：住民環境課、教育委員会事務局、産業振興課、観光戦略課 

【重要要望事項の内容】 

久々子湖における安全航行のルールづくりについて  ※美浜町・若狭町共通、継続 

地元学校や事業所、地元集落や南西郷漁業協同組合から悪質な水上バイク等の

被害についての具体的な事例報告や条例等の規制に対する強い要望を受けてい

る。 

昨年度県より久々子湖における水上バイク等による被害防止対策に向けてのル

ールづくりのための各関係者による安全対策協議会の立ち上げについて提案をい

ただき、今般協議会を設立することから、当該協議会事務局への主体的な参画を

お願いする。 

 

 

（健康福祉部 地域医療課） 

重要８コロナ対策への支援について 

担当課：健康福祉課、子ども・子育てサポートセンター 

【重点要望事項の内容】 

新型コロナウイルスワクチン接種について 

ワクチン接種計画実施への支援と併せて、ワクチン配分計画策定のため必要な

情報について、迅速かつ正確な共有を図るようお願いする。 
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（健康福祉部 子ども家庭課） 

重要９ 特定不妊治療にかかる 

通院交通費の助成について 

担当課：子ども・子育てサポートセンター 

【重要要望事項の内容】 

特定不妊治療にかかる通院交通費の助成について 

特定不妊治療には何度も通院する必要があり、治療費に加え交通費が経済的負

担となっていることから、通院交通費の助成制度の整備をお願いする。 

 
 
（健康福祉部 子ども家庭課、教育政策課） 

重要１０ 様々な困難を抱える子どもへの支援について 

担当課：子ども・子育てサポートセンター、健康福祉課、教育委員会事務局 

【重要要望事項の内容】 

専門性の高い子育て支援への市町支援について 

医療的ケア児やヤングケアラー、長期療養児、子どもの貧困等様々な問題を抱

える子どもについては、関係機関と連携をとりながら支援を行っているが、経験

不足や専門性の高さから支援には大変苦慮していることから、広域でのスーパー

バイザー設置をお願いする。 
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（農林水産部 園芸振興課） 

重要１１ 美浜町園芸育成支援事業について 

担当課：産業振興課 

【重要要望事項の内容】 

美浜町園芸育成支援事業について 

独立就農を前提とした園芸人材の育成に向けて、美浜町の地域に応じた植物生

理や園芸理論等の基礎知識を習得できるテキストおよび動画等を組み合わせた

教材を作成したい。ついては教育カリキュラムの作成について継続的支援と、新

規就農者の経営開始後の経費の負担軽減を図るため、園芸施設等の整備について

も継続的に支援をお願いする。 

また、嶺南地域の園芸拠点となるよう、引き続きの指導・支援をお願いする。 

 

 

（農林水産部 中山間農業・畜産課、森づくり課） 

重要１２ 林産物の特産品化に向けた 

総合的な支援について 

担当課：産業振興課 

【重要要望事項の内容】 

 林産物の特産品化に向けた総合的な支援について 

  林産物の特産品化に向けた取り組みを進めるにあたり、休耕田・耕作放棄地

等、遊休化した農地の活用を含めた総合的な支援をお願いする。 
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（農林水産部 中山間農業・畜産課） 

重要１３ 嶺南広域の畜産振興に向けた 

総合的な支援について 

担当課：産業振興課 

【重要要望事項の内容】 

 嶺南広域の畜産振興に向けた総合的な支援について ※美浜町・若狭町共通 

  美浜・若狭両町と共に協議会に参画していただき、新規の畜産農家が育って

きている中、嶺南エリアにおいて計画的に畜産振興が図られるよう支援をお願い

する。 

 

 

（土木部 河川課、農林水産部 水産課） 

重要１４ 内水面漁業の振興に向けた 

総合的な支援について 

担当課：産業振興課 

【重要要望事項の内容】 

 内水面漁業の振興に向けた総合的な支援について 

  内水面漁業の拡大に向け、漁業者による様々な取り組みがされている中、更

なる振興が図られるよう関係機関による総合的な支援をお願いする。 

 

 

（教育庁 義務教育課） 

重要１５ 学校再編後の支援の充実について 

担当課：教育委員会事務局 

【重要要望事項の内容】 

学校再編に伴うスクールバスの補助について ※継続 

  統廃合・再編により校区が広がった学校におけるスクールバスの運行につい

て、県独自の補助をお願いする。 
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（嶺南振興局） 

重要１６城跡を活用した観光客誘致に係る支援について 

担当課：教育委員会事務局、観光戦略課 

【重要要望事項の内容】 

歴史遺産を活かした地域活性化の取り組みについて 

町では、旧丹後街道沿線をヒストリーゾーンと位置付け、地域と協議会を組

織し、このエリアを活かしたまちづくりを計画的に進めており、歴史遺産を保

全し観光による地域振興の核として活用していくための支援をお願いする。 

  ①国吉城址及び周辺エリアの整備について 

  国吉城址周辺の自然及び歴史的景観や国吉籠城戦関連城砦群等を活かした

整備への支援をお願いする。 

②嶺南の城跡を盛り上げるための情報発信について 

嶺南地域の城跡を観光の新たな魅力としてＰＲするためのパンフレットや

チラシ、ポスター作成への補助及び県内外への情報発信をお願いする。 

③嶺南の城跡を活用した越境イベント等の開催について 

城跡で開催されるイベント等に係る補助及び城跡を活かした越境イベント

の企画・開催の取り組みをお願いする。 

 

 

（地域戦略部 統計情報課） 

重要１７ 自治体ＤＸの推進について 

担当課：まちづくり推進課、総務課 

【重要要望事項の内容】 

行政情報システムの共同化について ※継続 

 国が進める自治体の主要な１７業務を処理する標準システム（基幹システム）

の導入は全国的に進めることになるが、基幹システム以外で行政事務効率化のた

め県と市町で共同導入可能な情報システム・情報サービスについて、県および市

町が共同・連携した自治体クラウドの構築を着実に進めるようお願いする。 

 


